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Ⅰ.　環境方針
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1. 事業所名 ： 厚川産業株式会社
代表者名 ： 代表取締役　 厚川秀樹

2. 所在地 ： 埼玉県吉川市旭10-1
（東埼玉テクノポリス内）

3. 環境管理責任者

責任者 ： 専務取締役　 厚川賢二
責任者 ： EA21事務局　 川上理絵
連絡先 ： TEL 048-993-2002

FAX 048-991-0050

4. 事業規模 製品出荷額 百万円

主要製品生産量 トン

従業員数 名

工場延床面積 ㎡

5. 事業内容 木製品加工
住宅部材　/　 キッチン・洗面等の木製部品加工

合板・パーチ・不燃材の加工
木　箱　　　/　 贈答用化粧木箱（食品関係）

医療器具ケース
雑貨・家具 /　 オリジナル家具の企画・製造販売

インテリア家具の部品加工
その他　　 /　 浴室リフォーム工事

駐輪機販売

1,742
17

2,339

190

Ⅱ.　事業概要
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Ⅲ.　実施体制

環境マネジメントの環境目標への進捗管理、継続的改善の取りまとめ。

環境管理責任者

任命：社長

環境マネジメント
推進事務局

ＥＡ２１の記録・文書管理及び推進チームの事務作業。 ＥＡ２１
環境管理責任者

外部への情報窓口。 講習受講者

推進メンバー 各生産グループ内の環境活動の推進、指導。 管理資格者 環境管理責任者

＜環境マネジメント推進チーム＞

環境管理責任者
社長に代わってＥＡ２１を運用し、その状況を社長に報告
する。

ＥＡ２１
社　長

講習受講者

内部環境監査員
環境管理責任者の指名を受け、ＥＡ２１システムが定めら
れた手順に従い運用されているか、記録に基づき監査す
る。是正、予防の指示をする。

環境管理責任者
が指名

　選任：

環境管理責任者によ
る　　（兼務可）

役　職　名 責任・権限 資格・条件 指名・選任

社　長
当社の環境経営についての全責任を有する。

－ 取締役会
ＥＡ２１の効率的な推進に必要な資源を用意する。

＜環境マネジメント体制図＞

社 長

厚川秀樹

環境管理責任者

厚川専務

環境マネジメント

推進チーム（専務）

事務局

（専務・川上）

営業販売

（川上）
製 造

（川鍋）

研究開発

（阿部）

-　4　-



1. 環境目標
環境マネージメント2009年度の取組み目標は、資源の有効活用及び廃棄物の適正処理、
二酸化炭素の排出量削減・排水量（水使用量）の削減及び汚濁予防に取り組む。

① 資源の有効利用及び廃棄物の適正処理
「製造・輸送・間接部門」で資源のリユース・リデュースを推進する。
廃棄物の分類を推進し、適正処理を行う。
製品生産量（トン）当たりの廃棄物の量を削減する。
→ 歩留り率の向上させ廃棄物の量を削減させる。

② 二酸化炭素の排出量削減
省エネ活動の推進により、消費・化石燃料の削減。
製品生産量（トン）当たりの二酸化炭素排出量を削減する。
→ 品質・生産性の向上により二酸化炭素の排出量を削減する。

③ 排水量（水使用量）の削減及び汚濁予防
節水活動により従業員１人当たりの排水量を削減する。
水質汚濁軽減策の実施。
→ 清掃方法の見直しにより排水量を削減する。

＜項目ごとの削減数値目標＞ ＜表-1＞

2. 取組実績 ＜表-2＞

47

40

83

2008年

-

43

6

55

32.94

72,248

117.89

258,588

2009年

60

28

24

1

-

53.4

0.0307

996,506

572.40

208,413

119.72

52,073

29.91

-

3

0.0600

821.72

1,535,141

0.0576

655.55

1,437,972

0.0409

89.8107.6

78,934

161.58

301,868

43.98

81,485

183.37

339,748

829.22

1,536,390

Ⅳ.　環境目標とその実績
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3. 活動の実績分析

[廃棄物排出量/生産量] <ｸﾞﾗﾌ-1>
廃棄物排出量については、グラフ-1で示すように
目標96％に対し47.3％と大きくクリアーできました。
一昨年から推進している品質向上活動による不良
廃棄物の削減や材料の歩留改善活動の効果が出
てきました。

[二酸化炭素排出量/生産量] <ｸﾞﾗﾌ-2>
二酸化炭素の排出量もグラフ-2で示すように目標
96％に対して70.4％とクリアーできました。
内訳を見てみると購入電力削減の効果が大きかった。
これは3Ｓ活動推進やレイアウト変更による生産性の
向上が貢献しています。また、夏場のエアコン使用が
少なかったことや残業の減少も要因にあげられます。
化石燃料では、フォークリフトのバッテリー化や車両の
小型化を検討していましたが費用の関係で見送られ
効果を出すことができませんでしたので、次年度の
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効果を出すことができませんでしたので、次年度の
課題とします。

[廃棄物処理比率] <ｸﾞﾗﾌ-3> [購入電力] <ｸﾞﾗﾌ-4> [化石燃料] <ｸﾞﾗﾌ-5>

[排水量/従業員数] <ｸﾞﾗﾌ-6>
排水量については、目標95％に対し70.6％と大きく
目標をクリアーできました。
水の使用は生産活動ではあまり使わず、ほとんどが
生活用のため、今回の取り組みは衛生上支障の無い
範囲で清掃回数を減らしました。それと残業時間の
短縮も影響しています。
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1. 購入電力の削減
○ 節電チェック

休憩時間および退社時にチェックシートを用い確認しています。休憩時間の消灯に加え昼休みの
コンプレッサーの停止を新たに始めました。
デマンド計測メーターを設置したことにより退社時の消し忘れや待機電力の削減をしました。
また、リアルタイムで電気の使用状況が確認できるようになったので今後は『電気の目で見る管理』
に取り組みます。

2. 化石燃料の削減
○ フォークリフトと社用車両の使用時間や走行距離等の調査をしました。

ガソリン車とディーゼル車での燃費とCO2の削減効果の差に着目し、今後は使用車種も考えながら
削減に取り組んでいきます。

○ フォークリフトをバッテリー化と営業車両の小型化を検討していましたが、費用の関係で1年間先送り
しました。

3. 廃棄物排出量の削減
○ 一般廃棄物

裏紙の使用については定着してきましたが、裏紙が使えるということで安易に資料等を印刷する
ことがあり、それが紙の廃棄につながっているという問題がありました。そこでプリンターに1枚
あたりの費用を明記して削減につながる試みを行っています。

○ 産業廃棄物
設計段階での材料の見直しを行いました。寸法の見直しや材料の共通化を進めることにより、歩留
向上させ、廃棄物の削減をしました。また、品質向上活動により不良削減による不良廃棄物の削減
も押し進めました。

4. 排水量削減
○ 清掃方法の変更

水の使用は、ほとんどが生活用のため今回の取り組みは衛生上支障の無い範囲で清掃回数を減らし
ました。清掃するのではなく清掃をしなくても良くなる取組を進めています。

環境関連法規は、環境関連の書籍及び関係機関のホームページ等で確認し、結果は下表の通りでした。

＜水質関係＞
油水分離層、沈殿槽などの簡易な排水

○小規模事業所排水指導指針 処理施設　→　設置済み 保守点検
（昭和６０年１２月２５日埼玉県） 結果：異常なし

＜騒音・振動関係＞
○騒音規制法 集塵機消音対策　→　消音ﾊﾟﾈﾙ設置済　

○振動規制法 コンプレッサーをレシプロから振動の
少ないロータリーへ変更　→　基準値内

＜廃棄物関係＞
○廃棄物の処理及び清掃に関する法律 産業廃棄物保管所の設置

マニフェストにより適正に処理
＜消防法（危険物）＞
○消防法

・防火管理者 消防所長に届出済み
・危険物保安監督者、危険物取扱者 乙種四類取扱資格者あり

＜労働安全衛生法＞
○労働安全衛生法

・安全衛生推進者等を選任すべき事業所 安全衛生推進者の選任→資格者（2名）
・作業主任者の選任 木工加工用機械作業主任者の選任（3名）

事業活動を行うにあたって騒音、振動、悪臭、廃棄物処理法等の環境関連法規、条例、
その他の規制に対して違反はありませんでした。また、訴訟当も同様に一件もありませんでした。

Ⅴ.　主要な活動内容

Ⅵ.　環境関連法規への違反・訴訟の有無

無

無

無

無

無

主な適用法規 活動及び対策
違反・訴訟
の　有無

無
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１．目標達成と実績への評価

①廃棄物排出量
市場環境の影響で当社の主要製品生産量にも大きな変動があり、昨年来のデータと単純に
比較できない部分もありますが、廃棄物削減の継続活動の効果が着実に現れてきております。
今後、更に主要製品に変動が現れた場合には、目標基準の見直しが必要かと思います。

②二酸化炭素排出量
実績結果を分析し、今年度の効果に恒久的でない効果が含まれていることを理解しております。
新たに、今後の削減効果につながる車両使用頻度のデータ収集に取り組んだことは、おおいに
評価に値し、次年度の削減効果に結びつくことに期待します。

③排水量の削減
今回の取り組みは社員一人々がトイレを綺麗に使用するという心構えと清掃者への配慮が
大切です。社員教育の面からも推奨しますが、来訪者に失礼が無いよう注意してください。

④グリーン購入
資材の購入については、粗方グリーン購入が徹底されつつあります。また、それ以外のもの
については、費用や購入コストの面を考慮し順次進めて行く事を推奨します。

２．評価のまとめ

日々コスト競争を続けなければならない今日、環境活動を通してコスト削減を進めることは
当社において、必須の条件となってきております。また、生産活動においても、環境に配慮
したものでなければ市場が受け入れてくれないのも現実です。
今後とも環境活動の研鑽のにつとめ、新しい観点から現状を見直すことを推奨いたします。

Ⅶ.　代表者による総合評価
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